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特定非営利活動法人条例指定制度の今後の運用について（答申） 

 

 令和３年５月２１日付け３川市市第８５号で諮問のありました特定非営利活動法人条例

指定制度の今後の運用については、別紙のとおり答申します。 
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【別紙】 

特定非営利活動法人条例指定制度の今後の運用について 

 

はじめに 

川崎市が平成24（2012）年７月に「川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け

入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例」（平成24年川崎市条例第29号。以下

「基準条例」という。）を制定し、この制度を導入してから約10年が経過した。その間、

平成28（2016）年９月には「特定非営利活動法人条例指定制度の今後の運用について（答

申）」を本審査会から提出したが、それからも既に約６年が経過したところである。 

川崎市においては、当該答申の提言に基づき、市の中間支援組織であるかわさき市民

活動センターとも連携しながら具体的な取組を行ってきたところであるが、現行の「川崎

市総合計画」において、取組の成果を測る指標として「市内認定・条例指定ＮＰＯ法人

数」（令和７（2025）年度までに30団体以上）を設定したものの、近年の条例指定件数は

年間１法人ほどにとどまっている。そうした中、全国的な特定非営利活動法人（以下「Ｎ

ＰＯ法人」という。）数の横ばい傾向、新型コロナウイルス感染症の感染拡大、デジタル

化の進展など、ＮＰＯ法人を取り巻く社会状況には大きな変化が生じている。 

本答申は、こうした状況を踏まえ、令和３（2021）年５月に川崎市から諮問があった

ことを受けて、本審査会において行った検討・審議に基づき、条例指定制度の現状と課題

について整理した内容を報告するとともに、今後の条例指定制度の運用の方向性と具体的

な取組事項について提言するものである。 

 
 

１ 検討に当たって考慮すべき状況について 

川崎市の条例指定制度の今後の運用を検討するに当たって考慮すべき認証、条例指

定、認定等の状況、各自治体における指定基準の設定状況、市内におけるＮＰＯ法人の状

況、市内における寄附の状況等については次のとおりである。 

 

（１）認証、条例指定、認定等の状況 

ア 認証ＮＰＯ法人の状況 

（ア）川崎市の状況 

川崎市の認証ＮＰＯ法人数の推移（各年度４月１日現在）は次の表のとおりであ

り、近年は、それまでの増加傾向から横ばいに転じている。 
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【図表1】〈川崎市の認証ＮＰＯ法人数〉 

 

 

（イ）全国の状況 

  全国の認証ＮＰＯ法人数の推移は次の表のとおりであるが、平成30（2018）年度

以降、それまでの増加傾向から減少に転じている。 

  また、一般社団法人数と一般財団法人数を合わせた一般法人数については、短期

間のデータしかないものの、右肩上がりの増加傾向である。 

 

【図表2】〈全国の認証ＮＰＯ法人数と一般社団・財団法人数〉 

 
（出典：認証ＮＰＯ法人数は、内閣府ＮＰＯホームページ「認証・認定数の推移」より作成。一般法人数 

の平成30年度から令和２年度までは、「公益法人・一般法人の運営および寄附等に関するアンケ 

ート結果報告書（2017年10月実施分）（2018年８月実施分）（2019年12月実施分）」公益財団法 

人公益法人協会より作成。一般法人数の令和３年度は国税庁法人番号公表サイト令和３年７月14日 

時点の検索結果） 

 

イ 条例指定ＮＰＯ法人の状況 

（ア）川崎市の状況 

平成24（2012）年７月の制度導入以後、基準条例に基づいてこれまでに11法人の
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指定を行った。前回答申後、平成29（2017）年度：１法人、令和元（2019）年度：

１法人、令和２（2020）年度：１法人、令和３（2021）年度：１法人を指定してい

る。なお、平成27（2015）年度に１法人の指定取消しがあったことから、現時点で

の指定ＮＰＯ法人は10法人となっている（前回答申時は６法人）。 

また、これまでに５年の指定の有効期間後に更新を行ったのは６法人である。 
   
 

【図表3】〈指定件数の推移と現時点の指定ＮＰＯ法人数〉 

 
〈指定取消し事案の概要〉 

約１年４か月の長期間にわたって繰り返し行われた職員による横領行為を各役員が把握するこ

とができず、特に決算監査においても現金や通帳原本と帳簿の照合（実査）が行われないまま誤

った決算書類が作成されるに至ったことが判明したもの。 

 

（イ）全国の状況 

内閣府における調査により、全国で条例個別指定制度を行っている自治体数に

ついて、令和３（2021）年９月30日現在と、前回答申時の平成27（2015）年12月

31日現在を比較すると次の表のとおりであり、道府県、政令市は変わらず、政令

市を除く市町村が約３割増えている。 
   
 

【図表4】〈条例個別指定制度を行っている自治体数〉 

 道府県 政令市 政令市を除く市町村 

平成27（2015）年12月31日現在 14 8 121 

令和３（2021）年９月30日現在 14 8 157 

（出典：「認定ＮＰＯ法人・条例指定ＮＰＯ法人の現状調査（2015.12.31現在）」内閣府、「条例個別指定の 

実施状況（2021.9.30現在）」内閣府より作成） 

   
 

また、条例指定ＮＰＯ法人数について、令和３（2021）年９月30日現在と、前

回答申時の平成27（2015）年12月31日現在を比較すると次の表のとおりであり、

都道府県は約５割、政令市は約１割、政令市を除く市町村は約２割、それぞれ増

えている。 
   
 

【図表5】〈全国の条例個別指定ＮＰＯ法人数〉 

 都道府県 政令市 政令市を除く市町村 

平成27（2015）年12月31日現在 72 38 187 

令和３（2021）年９月30日現在 109 41 227 

（出典：「認定ＮＰＯ法人・条例指定ＮＰＯ法人の現状調査（2015.12.31現在）」内閣府、「条例個別指定の 

実施状況（2021.9.30現在）」内閣府より作成） 
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（ウ）神奈川県内の状況 

神奈川県内においては、所轄庁として事務を実施している神奈川県（平成24

（2012）年２月施行）、相模原市（同年７月施行）、横浜市（同年８月施行）な

どが制度を導入している。 

それぞれの自治体の条例指定ＮＰＯ法人数について、令和３（2021）年３月31

日現在と前回答申時の平成28（2016）年１月31日現在を比較すると次の表のとお

りであり、川崎市及び神奈川県は増え、横浜市は減っている状況である。なお、

横浜市は令和２（2020）年12月まで、条例指定ＮＰＯ法人が認定ＮＰＯ法人にな

った場合、指定を更新することができない制度としていた。 
   
 

【図表6】〈神奈川県内の条例個別指定ＮＰＯ法人数〉 

 川崎市 神奈川県 横浜市 相模原市 

平成28（2016）年１月31日現在 6 45 10 12 

令和４（2021）年３月31日現在 10 66 6 12 

 

ウ 認定ＮＰＯ法人の状況 

（ア）川崎市の状況 

平成24（2012）年度以降、川崎市が所轄庁として認定を行ったＮＰＯ法人数は次

の表のとおりであり、前回答申時の８法人から14法人と、５年間で６法人増えてい

る。 
   
 

【図表7】〈川崎市の認定件数の推移と現時点の認定ＮＰＯ法人数〉 

 

なお、現時点の条例指定ＮＰＯ法人の10法人中、本市の認定ＮＰＯ法人は８法人

で、残り２法人は市外の認定ＮＰＯ法人となっており、全ての条例指定ＮＰＯ法人

が認定を受けている状況である。 

 

（イ）全国の状況 

内閣府における調査により、令和３（2021）年９月30日現在と、前回答申時の

平成27（2015）年12月31日現在を比較すると次の表のとおりであり、約３割増え

ている。 
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【図表8】〈全国の認定ＮＰＯ法人数〉 

平成27（2015）年12月31日現在 941 

令和４（2022）年３月31日現在 1239 

（出典：「認定ＮＰＯ法人・条例指定ＮＰＯ法人の現状調査（2015.12.31現在）」内閣府、内閣府ＮＰＯ 

ホームページ「認証・認定数の推移」より作成） 

（注：旧仮認定ＮＰＯ法人数及び特例認定ＮＰＯ法人数を含む。） 

 

（ウ）認証ＮＰＯ法人数に占める認定ＮＰＯ法人数の割合での比較 

内閣府における調査により、令和４（2022）年３月31日現在の認証ＮＰＯ法人

数に占める認定ＮＰＯ法人数の割合は次の表のとおりであり、川崎市の割合は、

全国、都道府県、政令市の割合よりも高い。 
   
 

【図表9】〈認証ＮＰＯ法人数に占める認定ＮＰＯ法人数の割合〉 

（令和4（2022）年3月31日現在） 

所轄庁 認証ＮＰＯ法人数 a 
認定ＮＰＯ法人数 b 

(※) 
割合(b/a * 100) 

全国 ５０，７８６   １，２３９    ２．４％   

都道府県 ３９，８２０   ８７２    ２．１％   

政令市 １０，９６６   ３６７    ３．３％   

川崎市 ３６５   １４    ３．８％   

（出典：内閣府ＮＰＯホームページ「所轄庁別認証・認定数」より作成） 

（注：特例認定ＮＰＯ法人数を含む。） 

 

エ 認証ＮＰＯ法人数に占める認定・条例指定ＮＰＯ法人数の割合での比較 

認証ＮＰＯ法人数に占める認定又は条例指定ＮＰＯ法人数の割合でみると、令和

３（2021）年３月31日現在で川崎市は3.9％となっており、県内他の所轄庁では神奈

川県：6.7％、横浜市：4.3％、相模原市：7.4％となっている。前回答申時の平成28

（2016）年１月31日現在、川崎市：2.5％、神奈川県：4.6％、横浜市：3.4％、相模

原市：8.0％と比較すると、相模原市以外は割合が増えている状況である。 
  

  【図表10】〈県内自治体における認証ＮＰＯ法人数に占める認定・条例指定ＮＰＯ法人数の割合〉 

(令和4（2022）年3月31日現在) 

所轄庁 認証ＮＰＯ法人数 a 

認定・条例指定 

ＮＰＯ法人数 b 

(※) 

割合(b/a * 100) 

神奈川県 １，４８６    ９４     ６．３％   

横浜市 １，５０１    ７１     ４．７％   

川崎市 ３６５    １６     ４．３％   

相模原市 ２３４    １７     ７．２％   

 

   
（注：認定又は条例指定のいずれかを受けているＮＰＯ法人の実法人数を表す。川崎市の場合は、認定Ｎ

ＰＯ法人が 14 法人、条例指定ＮＰＯ法人が 10 法人となっているが、このうち８法人が認定及び条

例指定の両方を受けており、認定又は条例指定を受けている実法人数としてカウントすると 16 法人
となる。） 
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   また、認証ＮＰＯ法人数に占める認定又は条例指定を受けたＮＰＯ法人数の割合の

経年変化を見ると次のグラフのとおりであるが、相模原市以外は川崎市も含め増加傾

向である。 
   
 

【図表11】〈県内自治体における認証ＮＰＯ法人数に占める認定・条例指定ＮＰＯ法人数の割合〉 

 

 

（２）各自治体における指定基準の設定状況 

条例指定制度は、指定する際の基準のうち認定のパブリック・サポート・テスト

（以下「ＰＳＴ基準」という。）に相当する公益要件については各自治体の考え方に

よって様々な基準の設定がなされている。川崎市では、認定のＰＳＴ基準とのバラン

スを意識しながら地域性を加味した寄附者等の人数という客観的数値による基準で判

断することとしている。 

 

ア 全国の状況 

条例指定制度の根拠となっている地方税法においては、ＮＰＯ法人から申出があ

った場合において適当と認めるときに対象となるＮＰＯ法人の名称及び主たる事務

所の所在地を条例で定める旨を規定しているのみで、具体的な指定基準は各自治体

の判断に委ねられている。特に認定のＰＳＴ基準に相当する、いわゆる「公益要

件」については各自治体の考え方によって基準の設定が様々である。内閣府におい
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ては、各自治体における条例指定の公益要件について、認定のＰＳＴ基準との対比

によっておおまかに４つのパターンに分類している。 
   
 

【図表12】〈認定基準との対比による条例指定の基準のおおまかなパターン〉 

認定の 
ＰＳＴ基準 

①相対値基準：寄附金等収入／経常収入金額≧２０％ 
②絶対値基準：３，０００円以上の寄附者≧年平均１００人 
③条例指定 ：自治体で条例で対象となるＮＰＯ法人名を指定 

  

パターン１ 
①or②の基準を緩和（例 ①１０％、②５０人or１，０００円） 
＋独自の基準 
（例 地元への貢献度合、事業活動の周知・広報、ボランティア・協働） 

パターン２ 
①or②の基準を緩和（例 ①１０％、②５０人or１，０００円） 
※県内所轄庁では川崎市が該当 

パターン３ 

①や②の基準とは別の独自の基準を策定 
・地域における支持（例 行政の施策の方向性に沿う、地域住民からの要望） 
・自治体における公益的活動の実績（例 行政との協働、表彰、助成等） 
※県内所轄庁では神奈川県、横浜市及び相模原市が該当 

パターン４ 
主たる事務所が自治体内にあること等 or 
指定基準、手続等に関する条例がない 

（出典：「条例指定の基準のおおまかなパターン」内閣府より作成） 

 

イ 川崎市の基準 

川崎市の公益要件は、認定基準とのバランスを意識しながら地域性を加味した基

準として、基準条例においては「市内において、不特定かつ多数の市民の利益に資

すると認められる継続的な活動が行われていること」と「規則で定める条件に適合

し、地域において広い支持があると認められること」と定め、「川崎市個人市民税

の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例施

行規則」（平成24年川崎市規則第65号）において、3,000円以上の寄附者等の人数が

年平均で50人以上又は1,000円以上の寄附者等の人数が年平均で100人以上とするこ

とを定めている。この基準は認定のＰＳＴ基準を緩和した数値基準に該当するもの

として内閣府による分類ではパターン２に当てはまるものであるが、神奈川県内で

は、川崎市のみがこのパターン２に分類されているところである。 

しかしながら、川崎市においては、「市内において特定非営利活動その他の公益

的活動を行っている者」（同規則）として川崎市在住者、在勤者以外の寄附を含め

ていることと、「寄附金（これに類する金品の受領を含む。）」（同規則）として

対価性のない正会員の会費を寄附に含めていることから、単純に認定のＰＳＴ基準

を緩めたものではない。 
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なお、運営要件については、認定基準に準じて設定しているところであり、これ

らを整理すると次の表に示すとおりとなっている。 

 

【図表13】〈認定及び条例指定の基準比較表〉 

【公益要件】 

基準 認定 条例指定 

○広く市民からの支援を受けていること。※次のいずれかを満たすこと 

・収入金額に占める寄附金の割合が20％以上 

・実績判定期間内に3,000円以上の寄附者の人数が年平均100人以上 

・法人の事務所がある自治体の条例指定を受けている 

○ 

 

 

 

 

○市内において、不特定かつ多数の市民の利益に資すると認められる継続

的な活動が行われていること 

○地域において広い支持を受けていること ※次のいずれかを満たすこと 

・実績判定期間内に3,000円以上の寄附者等の人数が年平均50人以上 

・実績判定期間内に1,000円以上の寄附者等の人数が年平均100人以上 

 

○ 

 

○ 

 

 

 
【運営要件】 

基準 認定 条例指定 

○会員に限定した活動など、共益的な活動の割合が50％未満であること ○  

○運営組織や経理が適正であること ○ ○ 

○事業活動が適正であること 

・特定の者への不当な利益につながる活動がない 

・宗教・政治活動を行っていない 

・役員等の関係者に特別の利益を与えていない 

・営利事業者等に寄附を行っていない 

・特定非営利活動の事業費が総事業費の80％以上 

・寄附金を特定非営利活動に70％以上充当 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

○情報公開が適正であること 

・全ての事務所での書類の閲覧 

・主たる事務所及び市内の事務所での書類の閲覧 

・事業報告書等のインターネットでの公表 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

○ 

○事業報告書等を毎事業年度、所轄庁に提出 ○ ○ 

○法令等違反、不正行為、公益に反する事実がないこと ○ ○ 

○設立の日から１年を超える期間が経過していること ○ ○ 

○欠格事由に該当しないこと ○ ○ 

 

（３）条例指定ＮＰＯ法人へのアンケート結果等 

  条例指定制度の運用上の課題を把握するために、川崎市の条例指定等を受けたＮＰＯ

法人に対するアンケートや条例指定等の意向があったＮＰＯ法人に対するヒアリング

を実施するとともに、条例指定等に関する事前相談の状況についての調査を行った。 
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ア 条例指定を受けたＮＰＯ法人等の状況 

認定又は条例指定ＮＰＯ法人を対象に実施したアンケート（令和３（2021）年１

月１日現在で認定又は条例指定を受けていた14法人に実施）の内容は、次のとおり

である。 

 

（ア）条例指定を受けたことによる効果について 

条例指定を受けたことによる効果についてどう感じているかを聞いたところで

は、寄附については、少しずつ寄附受入れの増加、大口の寄附者の増加につなが

っている（４法人）との回答もあれば、税制優遇の認知度が低い（１法人）、目

に見える寄附増はない（２法人）などの回答もあり、寄附増の法人がある一方、

効果を実感していない法人がある。 

また、社会的信頼度については、条例指定や認定受けたことによって社会的信

用が高まっていると感じる（９法人）という回答が多いが、実感がない（３法

人）、認定・指定制度そのものを知らない市民が多いと感じる（１法人）との回

答もあり、効果を実感していない法人もある。 

市の広報の取組による認知度向上については、向上した（３法人）という回答

もあるものの、実感がない（５法人）と回答した法人の方が多い。また、更なる

広報の継続や充実を望む（２法人）という回答もあった。 

その他、条例指定又は認定の基準を満たすことで、法人運営の適正化や役員及

び従業員等の意識向上が図れたと回答する法人もあった。 

 

（イ）指定基準について 

指定基準についての感想を聞いたところでは、一定のハードルを課すという点

等で妥当な基準である、問題なしと考える法人（９法人）がある一方で、寄附者

数等の人数要件については適合するのに苦労したと感じる法人（１法人）、市内

における継続的な公益的活動の基準があいまいと感じる法人（１法人）もあっ

た。また、寄附者数等の人数要件に代わる要件を追加すべきではないかと考える

法人（５法人）もあった。 

 

（ウ）指定申出及び指定後の手続について 

指定申出の手続について聞いたところでは、提出書類の作成の難度、作業量な

どの事務負担（６法人）、実態調査の負担（３法人）を挙げる法人があった。 

また、指定後の手続については、提出書類に対する事務負担（７法人）、寄附

者名簿の作成の事務負担（３法人）など、事務負担が重いと感じている法人が多

い。 
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（エ）更新時に苦労した点について 

指定申出時からの担当者の交代による理解不足（２法人）、寄附者の管理や５

年分の名簿作成の負担の大きさ（４法人）、書類作成の負担（５法人）を挙げる

法人があった。 

 

（オ）行政に期待するサポート等について 

指定申出時及び更新時に市に期待するサポートについては、これまでの事前相

談からの市のサポートを評価する回答（４法人）もあったが、申出書類作成支援

の拡充を求める回答（２法人）もあった。その他、会計、税務、労務や広報など

法人運営の管理面に対する支援、市民向けの制度周知、法人の認知度向上のため

の広報などの回答があった。 

 

（カ）新型コロナウイルス感染症の影響について 

活動面では、本来的な活動の縮小や休止、講演会、講座、イベント等の中止やオ

ンラインでの実施など、全ての法人が影響を受けていた。 

法人運営面での影響については、総会や理事会の書面表決、委任状、オンライン

による開催、感染症対策物品購入による支出の増加、普段利用する会議室が使用不

可になるなど、様々な影響を受けていた。 

資金、収益、寄附等への影響については、影響はないとする法人（３法人）や、

助成金、補助金、寄附増により収入が増加したとする法人（１法人）もある一方、

事業収益の減少、会費・寄附金の減少、寄附の募集の機会の減少、資金の減少、収

支の悪化などの影響を受けているとする法人（９法人）が多かった。 

 

イ 条例指定等の意向があったＮＰＯ法人の状況 

条例指定等の意向があるとしていた法人に対して実施した電話ヒアリング（令和

３（2021）年１月～２月、３法人に実施）の内容は、次のとおりである。 

 

（ア）現在の準備状況等について 

各法人に現在の準備状況等について聞いたところ、準備を進めている法人（１

法人）もあるが、条例指定や認定を受けることを考えているものの、業務繁忙、

人手不足、事務の負担（１法人）、新型コロナウイルス感染症の影響等の事情に

よって思うように準備が進んでいない（１法人）という状況であった。 
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（イ）基準への適合状況について 

指定基準への適合状況について聞いたところでは、３法人全てが、分からない

と回答しており、その理由は、精査を行わないと寄附者の人数要件がクリアでき

るか分からない（２法人）、制度の理解が足りず整理しないと分からない（１法

人）との回答であった。 

 

（ウ）申請時におけるサポート等について 

指定申出の手続を進める際に必要なサポートについて聞いたところでは、制度

理解不足のため、市に何をサポートしてもらえばいいかの整理がついていない

（１法人）という回答があった。 

 

ウ 条例指定等に関する事前相談の状況 

平成28（2016）年４月から令和３（2021）年３月までの、認定又は条例指定に関

する事前相談のうち実際に指定を受けるに至ったものを除いた13件について指定申

出に当たっての課題となった主な内容をみると、申出の手続やそれに向けた事務負

担が課題となったものが７法人、寄附者の数が課題となったものが２法人、市内に

おける公益的活動実績が課題となったものが２法人となっている（同一法人の複数

該当あり）。 

 

（４）ＮＰＯ法人に対する寄附の状況 

  条例指定制度はＮＰＯ法人に対する市民の寄附を促し、市民による相互支援の促進を

実現しようとするものであるが、全体的な寄附の傾向やＮＰＯ法人の寄附受入状況、

市民の寄附に対する意識等については次のような状況となっている。 

 

ア 寄附経験の有無や寄附先の状況 

   内閣府が実施した「令和元年度市民の社会貢献に関する実態調査」によると、平成

30（2018）年の１年間の寄附経験の有無について、「寄附をしたことがある」は

41.3％となっている。 

   寄附の相手先については、「共同募金会（例：赤い羽根等）」(37.2％)が最も高

く、「日本赤十字社」(29.5％)、「町内会・自治会」(28.9％)の順となっている。

前回答申時の、過去３年間の寄附経験有の寄附の相手先、「共同募金会（例：赤い

羽根等）」(49.7％)、「日本赤十字社」(32.7％)、「町内会・自治会」(32.5％)と

比較すると、割合は異なるが順位は変動がない。 

   なお、令和元（2019）年度調査においては、寄附の相手先に「ふるさと納税等を通

じて、都道府県・市区町村」（12.8％）が第５位に登場しており、「ＮＰＯ法人」
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（12.4％）よりも高い割合となっている。 
   
 

【図表 14】〈寄附の相手先〉 

    
（出典：「令和元年度市民の社会貢献に関する実態調査報告書」内閣府） 

 

イ 市内における寄附の傾向 

市内における寄附の傾向をみる参考データとして、川崎市の個人住民税の税額控

除を受けた寄附金の状況について見ると、次の表のとおりであるが、平成27

（2015）年度以降に寄附金の合計額が急増している。内訳としては、都道府県、市

区町村、特別区に対する寄附金が多くの割合を占め、金額的にも平成27（2015）年

度以降に急増している。これに対し、公益法人、認定・条例指定ＮＰＯ法人に対す

る寄附金額は横ばいである。 
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【図表15】〈川崎市の個人住民税の税額控除が行われた寄附金の状況〉 

 

【図表 16】<川崎市の個人住民税の税額控除が行われた寄附金の状況> 

 （表及びグラフは、各年度の「寄附金税額控除に関する調」(川崎市財政局資料)より作成） 

 

ウ 条例指定ＮＰＯ法人の寄附の受入状況 

毎事業年度終了後に各ＮＰＯ法人から提出される活動計算書等の状況から、条例

指定ＮＰＯ法人（川崎市の条例指定を受ける前に認定を受けていた法人を除いた８

法人）及び市内認証ＮＰＯ法人について、平均寄附金受入額の推移を見ると、次の

表のとおりとなっており、認証ＮＰＯ法人と比べて条例指定ＮＰＯ法人は寄附金の

受入金額では上回って推移しているが、個々の法人についてみるとその状況は一律

ではなく、法人ごとの事情や取組方によって寄附金受入額については差がある。 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

(2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)

都 道 府 県、

市 町 村 、特

別区

（構成比）

1,494,837

(91.2%)

193,424

(69.3%)

181,110

(61.0%)

545,563

(84.2%)

2,877,619

(96.1%)

5,343,949

(96.9%)

7,478,756

(98.6%)

10,066,597

(98.9%)

10,573,876

(98.9%)

共 同 募 金

会 、 日 本赤

十字社

（構成比）

103,076

(6.3%)

31,292

(11.2%)

35,054

(11.8%)

33,732

(5.2%)

38,411

(1.3%)

93,780

(1.7%)

32,577

(0.4%)

42,639

(0.4%)

30,346

(0.3%)

公 益 法 人、

認 定 ・ 条例

指定NPO法人

（構成比）

40,819

(2.5%)

54,362

(19.5%)

80,964

(27.2%)

68,450

(10.6%)

77,195

(2.6%)

74,560

(1.4%)

72,006

(1.0%)

72,685

(0.7%)

82,066

(0.8%)

合計 1,638,732 279,078 297,128 647,745 2,993,225 5,512,289 7,583,339 10,181,921 10,686,288

（単位：千円） 
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【図表 17】〈年度別の寄附金受入額の平均〉              （単位：千円） 

年度 
H23 

(2011) 

H24 

(2012) 

H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

認証 

Ｎ Ｐ Ｏ

法人 

252 360 348 446 331 387 299 382 316 569 

条例指定

Ｎ Ｐ Ｏ

法人 

1,445 1,196 2,101 1,854 1,481 1,200 1,045 1,169 1,310 3,108 

 

  

（平成23（2011）年度から令和２（2020）年度分として川崎市に提出された各ＮＰＯ法人の活動計算書を集計） 

 

   なお、令和２（2020）年度内閣府実態調査報告書によると、特定非営利活動収益の

経常収益の財源別構造において、「寄附金」の比率は、認定・特例認定ＮＰＯ法人

（32.2％）の方が、認定を受けていない法人（2.4％）と比較して高くなっている。

また、個人の寄附金額においても、認定・特例認定ＮＰＯ法人の方が、認定を受けて

いない法人と比較して寄附金額が多くなっている。 

 

エ ＮＰＯ法人への寄附に関する意識 

内閣府における調査（令和元年度市民の社会貢献に関する実態調査報告書）によ

ると、寄附を行う際に必要と考える情報として、上位から順に「寄附先の活動内

容」「寄附により期待される効果」「寄附先の財政状況」などが挙がっている。 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02

年度別の寄附金受入額（平均）

認証NPO法人 条例指定NPO法人

（単位：千円）
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また、ＮＰＯ法人に対する関心の有無については、「あまり関心がない」

（46.6％）、「まったく関心がない」（15.3％）と約６割が「関心がない」という

結果になっている。 

さらに、認定・特例認定ＮＰＯ法人に対する寄附の税制優遇制度の認知について

は、各種制度について「知っているものはない」（79.6％）が最も多い結果となっ

ている。 

 

（５）特定非営利活動促進法の改正の動向 

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）は平成28（2016）年改正法の附則に

おいて、法律の施行後３年を目途として、特定非営利活動の施策のあり方について検

討を加える旨の規定を置いていたところであるが、今般、「特定非営利活動法人の設

立及び運営の手続を、より迅速かつ簡素なものにして、ＮＰＯ法人の事務負担を軽減

するため、設立認証の申請があった際の必要書類の縦覧期間の短縮、公表等の対象か

らの住所又は居所の除外、認定ＮＰＯ法人等の提出書類の削減」などを内容とする法

改正が令和３(2021)年度に行われた。これを受け、本市においても、法改正の趣旨・

内容を踏まえ条例改正を行った。 

条例指定制度は、特定非営利活動促進法に基づく認定制度等を参考としながらその

仕組みを構築していることから、引き続き法改正の趣旨・内容を踏まえた対応が求め

られる。 

 

（６）前回答申後の新規申出、更新等で課題となった点 

前回答申後、条例指定の新規指定申出の審査時に課題となった主な事項としては、監

事の兼職禁止への抵触の可能性（２法人）、複式簿記による記帳がなされていないこと

による申出の取下げ（２法人）があった。 

また、条例指定の有効期間は５年であるため、５年ごとに改めて公益要件を含む基準

への適合を確認することとなっているが、これまでに、６法人が更新の申出書を提出、

事務局が調査等を行い、本審査会においても公益要件の審査を行った結果、全ての法人

の条例指定の有効期間が更新されている。その審査時に検討された主な事項としては、

財務諸表の改善の必要（１法人）、寄附に関する帳票の不備、不足の改善の必要（２法

人）がある。 

 

２ 条例指定制度の運用上の課題について 

前述のような認証、条例指定、認定等の状況、市内ＮＰＯ法人の状況、寄附の状況等

を考慮すると、条例指定制度の運用上の課題については、次のように整理することができ

る。 



- 16 - 

 

 

（１）指定基準及び手続に関すること 

前述のように地方税法に基づく条例指定制度の仕組みとしてその基準については各

自治体の判断に委ねられていることから、指定基準については様々な設定がなされて

いるところである。このため、今後の運用に当たっては、制度導入時の考え方、これ

までの指定状況、認定基準とのバランスなどの事情を勘案しながら、条例指定制度の

運用によって目指す方向性及び川崎市の指定基準について改めて考え方を整理してお

く必要があると考えられる。 

また、前回答申時と同様の、条例指定申出手続、条例指定を受けた後の事務手続に

加え、更新時の書類作成においても、ＮＰＯ法人の負担感がアンケートから明らかに

なっており、それが全体として条例指定の意向があるＮＰＯ法人が申請を躊躇する要

因となっていると考えられる。 

  さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、ＮＰＯ法人は様々な影響を受

けており、それによる指定更新への悪影響が懸念される。 

 

（２）条例指定を受けることによる効果に関すること 

法人アンケートからは、寄附の面でも広報による認知度の上昇の面でも効果を実感で

きていないＮＰＯ法人が多い結果となっている。条例指定を受けたＮＰＯ法人に対する

寄附促進という点においては、いまだ効果は限定的である。 

また、内閣府による調査において、認定・特例認定ＮＰＯ法人に対する寄附の税制優

遇制度について知らないという回答が約８割を占めていることや、法人アンケートにお

いて、認定・指定制度そのものを知らない市民が多いという回答の割合が高いことから

も、制度導入から約10年が経過した現時点においても市民等が制度を十分に認知してい

ないことが分かる。これも、ＮＰＯ法人が条例指定を受けたことによる効果を実感でき

ない原因となっていると思われる。 

さらに、市内で税額控除が行われた寄附の平成27年度以降の急増は、ふるさと納税制

度の拡充（ふるさと納税枠の拡充、ワンストップ特例制度の創設）による制度利用の拡

大の影響と考えられる。これに対し、公益法人、認定・条例指定ＮＰＯ法人への寄附は

横ばいであり対照的である。ふるさと納税制度は、寄附先という意味では競合相手と考

えることも、同じ寄附分野の別形態と考えることもでき、その影響の大きさも考慮する

必要がある。 

 

（３）ＮＰＯ法人の運営基盤に関すること 

条例指定の申出を検討するＮＰＯ法人において、会計、税務、労務、広報など法人運

営の管理面の体制を十分に整えることができず、指定申出に当たって基準を満たすため



- 17 - 

 

の取組が進んでいない状況である。役員やスタッフの中にこうした専門家が必ずいると

いうわけではなく、また、設立後の運営上も事業実施にできるだけ経営資源を投入しよ

うとすることから、法人運営の管理面については脆弱となりがちである。これまでに市

が受けた事前相談の状況をみても、寄附者数の要件など条例指定ＮＰＯ法人特有の基準

に適合していないケースのほか、経理処理の方法や帳簿の保存、事業報告書の期限内の

提出など一般の認証ＮＰＯ法人の運営上も求められる内容が条例指定を受けるに当たっ

てのハードルとなるケースも見受けられるなど、こうした法人運営の基本でもある管理

面の基盤整備の重要性が改めて浮き彫りとなっている。 

また、前回の答申後、条例指定更新の審査時、財務諸表の改善の必要、寄附に関する

帳票の不備、不足の改善の必要などが問題になっており、条例指定を受け、認定を受け

たＮＰＯ法人であっても、法人運営面で課題を抱えている場合があることも明らかとな

っている。 

 

 

３ 条例指定制度の今後の運用に向けた提言 

前述のような制度運用上の課題等を踏まえ、本審査会としては、今後、川崎市の条例

指定制度については、次のように運用していく必要があると考える。 

 

（１）条例指定制度の運用によって目指す方向性 

前回答申においては、「川崎市の条例指定制度は、『市民の特定非営利活動法人に対

する寄附の気運を醸成することにより、市民による相互支援を促進し、もって市内の特

定非営利活動の健全な発展を図ること』（基準条例第１条）を目的として導入されたも

のであることから、条例指定制度の運用を通じて、こうした『地域で広く支持を受け、

適正に運営される法人』が増えていくことによって、市民の暮らしやすさの向上に寄与

することができるよう取り組んでいくべき」としたところである。 

川崎市においても全国的にも、認証ＮＰＯ法人数は横ばいで推移しているが、それに

対して一般社団・財団法人数は右肩上がりに増加している。ＮＰＯ法人は、特定非営利

活動という社会活動を行うことが前提とされ、そのような法人を増やすことが社会を良

くするという理念に基づいている。これに対し、一般社団・財団法人は、活動範囲が制

限されていないため、公益を目的とする必要はない。公益法人協会の「非営利法人格選

択に関する実態調査報告書」において、「ＮＰＯ法人を選択した理由で一番重要だと思

うもの」として「社会的信用が得られると考えたから」（49％）が約半数となっている

ことからも、ＮＰＯ法人の理念、これまでＮＰＯ法人が果たしてきた役割や実績を前提

として、一段高いレベルの社会的信用を求めたものと考えられる。そうであれば、他の

法人格の選択が可能である中で、公益的な活動と直結するＮＰＯ法人という法人格を選
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択したことに対して支援を行うことには理由があると考えられる。 

また、ＮＰＯ法人の事務負担の軽減、設立認証の迅速化等を目的とした令和３

（2021）年法改正が行われるなど、ＮＰＯ法人制度の改善が継続的に図られているこ

と、平成31（2019）年３月に川崎市が策定した「これからのコミュニティ施策の基本的

考え方」において、コミュニティを構成する多様な主体の１つとしてＮＰＯが位置付け

られたことなどからすると、地域の課題解決の主体としてのＮＰＯ法人の重要性は現在

においても変わっていない。 

さらに、全国的な認証ＮＰＯ法人数は減少に転じているが、市民活動を志す人材の受

け皿としてのＮＰＯ法人の存在の重要性も考慮すると、ＮＰＯ法人数の増加、とりわけ

活動面・資金面・組織面で充実した条例指定ＮＰＯ法人が増えることは望ましいと考え

られる。 

加えて、ＮＰＯ法人及び条例指定ＮＰＯ法人が持続性を持って寄附を受け、寄附金額

も増えていく土壌を作っていくことが、ＮＰＯ法人の継続的かつ活発な活動を支え、市

内の特定非営利活動の健全な発展のために重要である。 

したがって、行政としては、条例指定制度の運用及び安定的に寄附を獲得できる基盤

づくり等の様々な取組を通じて、引き続き「地域で広く支持を受け、適正に運営される

法人」が増え、それにより市民の暮らしやすさの向上に寄与するように取り組んでいく

ことが求められる。 

 

（２）指定基準のあり方 

具体的な指定基準については各自治体の判断に委ねられている。特に認定のＰＳＴ

基準（パブリックサポートテスト）に相当する基準、いわゆる「公益要件」について

は、各自治体の考え方によって、様々な基準の設定が見られるところであり、今後の

条例指定制度の運用に当たっては、現行の指定基準をどのように考えるかについて、

再度整理しておく必要がある。 

前回答申においては、「一定程度の金銭的負担があるかどうかをみることで明確な

「地域における支持」として透明性や公平性を確保できるとした制度導入時の考え方

の妥当性、市民による相互支援が根付く地域に求められるＮＰＯ法人のあり方を表す

ものでもあると考えられること、認定制度とのバランスなどの状況を踏まえ、現時点

において指定基準を改正する理由はなく、当面は、現行の指定基準を継承しながら、

様々な取組によって、この指定基準を満たすＮＰＯ法人を育てていく方向で制度を運

用していくべき」としたところである。 

まず、県内自治体における認証ＮＰＯ法人数に占める認定・条例指定ＮＰＯ法人数

の割合を比較すると、川崎市が一番低い割合となっている（図表10 県内自治体にお

ける認証ＮＰＯ法人数に占める認定・条例指定ＮＰＯ法人数の割合）が、人口規模、
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指定基準が異なっているため、単純な比較はできないものと考える。 

  今回の法人アンケートにおいては、寄附者数等の人数要件に代わる要件を追加すべき

ではないかという回答も一部の法人からなされている。しかし、条例指定を受けたＮＰ

Ｏ法人は認定ＮＰＯ法人の要件の１つであるＰＳＴ要件を満たすことになり、地域に根

差した活動を行うＮＰＯ法人が認定ＮＰＯ法人になる機会を広げることができる、とい

うのが条例指定制度導入の意義の１つであり、実際に本市の条例指定ＮＰＯ法人の全て

が認定を受けており、条例指定を受けることが認定を受けるためのステップとなってい

るのが現状である。また、近年の認定・指定状況を見ると、絶対数としては多くない

が、着実に認定・条例指定ＮＰＯ法人数は増えているところでもある。 

  これらのことから、認定や条例指定が前提とする考え方でもある「寄附が支える地域

づくり」「多くの市民の力に支えられる団体」を判断するための寄附者数等の人数要件

は緩める必要はなく、指定基準を改正する理由はないものと考える。 

  なお、現時点においては現行の指定基準を継承していくべきと考えられるが、今後も

社会情勢の変化等を踏まえ、指定基準のあるべき姿を継続的に検討する必要がある。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症の更新への影響の考慮 

  条例指定更新においては、過去５年間の公益要件の充足を確認することになっている

が、法人アンケートから、全ての法人が、新型コロナウイルス感染症により活動面での

影響を受けていることが明らかとなっている。また、市の中間支援組織であるかわさき

市民活動センターが令和３（2021）年２月に公表した「新型コロナウイルス感染症防止

に係る団体活動への影響等調査（第３弾）報告書」によると、同センターがメールアド

レスを把握している団体へのアンケートにおいて、全体では96％、団体、法人（ＮＰ

Ｏ、社団）では100％が「新型コロナウイルス感染症の拡大によって、現在も活動への

影響がある」と回答していた。これは、「市内において、不特定かつ多数の市民の利益

に資すると認められる継続的な活動が行われていること」の要件が充足されなくなるこ

とも考えられる事態である。 

  当要件については、例えば川崎市民に向けて募集・公報等を行った川崎市民も参加可

能なオンライン上のイベントの開催を、市内における活動と同様に取り扱うなど考慮の

余地がある。本審査会において法人の状況を個別具体的に把握し、コロナ前の活動状

況、今後の活動予定なども含めて総合的に判断する必要があると思われる。 

  なお、新型コロナウイルス感染症への対応や影響は法人によって様々であり、資金、

収益、寄附等への影響の傾向が明らかになってくるのはこれからであるため、今後も継

続的に状況把握を行っていく必要がある。 
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（４）具体的な取組 

  前述のとおり、当審査会においては現行の指定基準を継承していくべきとしたところ

であるが、「条例指定ＮＰＯ法人数が増えることは望ましい」という目指す方向性か

らすると、近年の新規条例指定ＮＰＯ法人数は十分には増加していない。そこで、

「地域で広く支持を受け、適正に運営される法人」が更に増えていくようにするため

には、次に述べるような「制度の使いやすさの向上」、「条例指定ＮＰＯ法人等への

寄附促進」、「法人の運営基盤の整備・強化のサポート」に取り組む必要がある。 

 

ア 制度の使いやすさの向上 

条例指定を受けたいと考えるＮＰＯ法人が必要以上の時間や労力をかけずに手続を

行うことができるようにするため、令和３（2021）年度法改正の「特定非営利活動法

人の設立及び運営の手続を、より迅速かつ簡素なものにして、ＮＰＯ法人の事務負担

を軽減する」という趣旨も踏まえ、制度の使いやすさを向上させる取組を進める必要

がある。 

 

（ア）条例指定及び認定の提出書類の重複解消など手続面の簡素化 

前回答申においては、「条例指定の申出やその後に取得する認定にかかる事務も

含めて手続面の負担感が大きいことから、各種様式の記載事項をできるだけ分かり

やすく示すことや、条例指定と認定の両方を取得したＮＰＯ法人に対しては、事業

年度終了後に作成・提出する書類の中で内容が同様のものについては、条例指定の

書類の作成・提出を免除して重複を解消することなどによって、手続面の簡素化を

図る必要がある」としたところである。 

答申の提言を受け、行政として、各種様式の見直し、条例指定と認定の両方を受

けたＮＰＯ法人に対する提出書類の免除による重複の解消を行い、既に手続面の簡

素化が図られているところである。しかし、今回の法人アンケート結果からする

と、条例指定の申出やその後の認定にかかる事務も含めて手続面についての負担感

はいまだ大きい。 

条例指定の各種様式は国が示した認定の様式に準拠して作成されていることか

ら、大きく変更することは困難と思われるが、様式のファイルの提供形式の見直し

やツールの提供などにより、少しでも法人の負担を減らす努力を行うことが求めら

れる。 

 

（イ）基準・運用の明確化と事前判定の仕組みの検討 

   前回答申においては、「法人自身が基準適合を判定できるような簡易なチェック

表を作成するなど可能な限り基準を明確化して示せるように取り組む必要があり、
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また、公平性を担保しながら事前に基準適合を判定できるような仕組みについても

検討することが望ましい」としたところである。 

   前回答申を受け、事前チェックリストの作成及び公表が行われたところである

が、条例指定等の意向があったＮＰＯ法人へのヒアリング結果において、「精査を

行わないと寄附者の人数要件がクリアできるか分からない」「制度の理解が足りず

整理しないと分からない」との回答がなされていることから、他の自治体の事例を

参考に内容の見直し及び更なる活用を行い、ＮＰＯ法人の条例指定を受けることを

目指すハードルを下げる努力が求められる。また、条例指定に向けた法人側及び行

政側の双方の事務の効率化につながるとともに、法人運営の基盤整備にも資するも

のと考えられることから、公平性を担保しながら事前に基準適合を判定できるよう

な仕組みについても引き続き検討することが望ましい。 

 

（ウ）法人設立段階からの指定基準等の周知 

   前回答申において、「新規設立法人も含め市内ＮＰＯ法人に対する条例指定制

度・認定制度の基準等の周知に取り組む必要がある」としたところである。 

   現状は必ずしも新規設立法人に対しての周知は行われていないのが実態である。

確かに、新規設立法人は必ずしも認定・条例指定を目指している法人とは限らな

い。設立段階では会費を集め、寄附を集めて運営をしていくという意識が低い法人

も多いと思われる。そのため、まずは認定・条例指定を目指すかどうかにかかわら

ず、会費・寄附を集めて運営していくという意識を持ってもらうことが重要であ

り、それが結果的に認定・条例指定を受けることに結びつくことにもなると考えら

れる。よって、今後も、新規設立法人も含めて、市内ＮＰＯ法人に対する条例指定

制度・認定制度の基準等の周知に取り組む必要があると考える。 

 

（エ）認定・条例指定を受けるためのアドバイザー派遣 

  現在、川崎市では、認定や条例指定を目指す法人を対象とした、会計、税務、労

務管理の専門家をアドバイザーとして派遣する事業を行っている。このような法人

にとって必須の知識を習得し実践していくことは、法人を円滑に運営していく上で

も大いに力になっていると考えるところである。 

  しかし、認定・条例指定ＮＰＯ法人へのアンケートで、指定申出及び指定後の手

続について、申出時の提出書類の作成の難度、作業量などの事務負担を挙げる法人

が多い。このことから、認定・条例指定の申請のハードルを下げるため、専門家だ

けでなく、先行して条例指定を受けた法人などから申請書類作成等の助言を受ける

ことができるような、新たなアドバイザー派遣などの取組を検討していただきた

い。 
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イ 条例指定ＮＰＯ法人等への寄附促進 

条例指定制度の目的の１つである、ＮＰＯ法人に対する寄附の機運を醸成し市民に

よる相互支援の促進が実現できるような取組を進める必要がある。こうした効果が表

れるようになれば、これからＮＰＯ法人が条例指定を目指そうとする動機にもなると

考えられる。 

 

（ア）条例指定ＮＰＯ法人等のファンドレイジング力向上に向けた支援 

   前回答申においては、「セミナーの開催や、課題と成功事例等の共有のためにＮ

ＰＯ法人間で情報交換をする機会の設定等を通じて、条例指定ＮＰＯ法人等のファ

ンドレイジング力向上に向けて支援していく必要がある」としたところである。 

   前回答申を受け、地域・社会貢献フォーラムを開催し、毎回手法を変えながら、

ファンドレイジング力向上を図ってきたところであり、この取組を継続し、実施す

る必要がある。 

   なお、近年川崎市民の寄附に対する意識についてアンケート調査等が行われてい

ないが、継続的に調査することが取組の前提となる状況の把握につながるため、か

わさき市民アンケートなどを活用した継続的な調査の枠組みを検討する必要があ

る。 

 

（イ）制度周知や条例指定ＮＰＯ法人等の活動に関する広報による支援 

   前回答申において、「市内企業や中間支援組織等と連携したイベント開催やＳＮ

Ｓを活用した情報発信などを含め、様々な手法を用いてＮＰＯ法人の活動に関する

広報の支援に取り組んでいく必要がある」としたところである。 

   答申後、様々な取組が行われてきたところであるが、法人アンケートにおいて、

市の広報による認知度の向上については、実感していない法人が多いという結果に

なっている。 

   広報には、ＮＰＯ法人に対する広報と市民に対する広報の二面性がある。ＮＰＯ

法人に対する広報は、ＮＰＯ法人が認定・条例指定に進む法人側のメリット、みな

し寄附制度(※)の周知も含めたものが必要と思われる。市民に対する広報は、ＮＰ

Ｏ法人がどのような事業をしているのか、どう社会に貢献しているのか、寄附者が

受ける税制優遇等が見える仕組みやＰＲが必要である。特に、税制上の優遇措置に

ついては、ＮＰＯ法人アンケートにおいても認知度が低いという回答がなされてお

り、広報による改善が望まれる。 

   さらには、市外法人への指定申出の呼び掛け、「寄付月間」を活用した寄附文化

の醸成、法人の事業を評価する枠組みの検討など様々な広報が考えられるところで
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ある。また、川崎市においては、ふるさと納税による近年の市税流出額の増大を受

け、返礼品を拡充し、広報に力を入れているところであり、ふるさと納税も寄附の

一形態であることから、例えば、ふるさと納税と併せた市政だよりを活用した寄附

の広報などを行うことにより、市民にＮＰＯ法人への寄附という選択肢もあるとい

うことを認識してもらい、ＮＰＯ法人への寄附増と併せ、相乗効果を生むこともで

きると考えられる。 

行政には、今一度既存の広報を体系的に整理し、戦略的な広報を実施することを

望む。 

※みなし寄附制度：収益事業から得た利益を非収益事業に使用した場合に、この分を寄附金と

みなし、一定の範囲で損金算入できる制度で、認定ＮＰＯ法人の法人税等が軽減される。 

 

ウ 法人の運営基盤の整備・強化のサポート 

法人の運営基盤の整備・強化をサポートする取組を進める必要がある。これは、指

定基準を満たし、条例指定を受け得るＮＰＯ法人の裾野を広げるためだけではなく、

運営基盤が整うことによってそれぞれのＮＰＯ法人の事業がより効果的に実施できる

ようになることや市内ＮＰＯ法人全体の信頼性向上にもつながる効果もあると考えら

れるためである。 

 

（ア）会計、税務、労務等の専門家による相談体制の整備 

前回答申において、「会計、税務、労務等の各専門分野に係る支援体制の充実に

取り組む必要がある」としたところである。 

答申後、税務・労務の専門家のアドバイザー派遣の取組が行われており、基本的

には継続する必要がある。ＮＰＯ法人には、市民活動団体に向けた一般的な支援に

加え、法人運営に対する専門的なバックアップ、サポートも必要とされることか

ら、引き続き支援のあり方を検討する必要がある。 

 

（イ）法人運営の管理面を継続的にサポートする人材の発掘・育成等 

前回答申においては、「法人運営を事務面で支えるスタッフを新規に養成する講

座の開催や既に市で取り組んでいるプロボノ(※)事業等を通じて継続して法人運営

に携わる人材の発掘などに取り組む必要がある」としたところである。 

川崎市においては、「プロボノチャレンジＫＡＷＡＳＡＫＩ」「川崎プロボノ

部」などにより、地域貢献やボランティア活動のきっかけを探している方と、活動

のステップアップを目指すＮＰＯ法人も含む団体の双方を募集・マッチングする取

組を行っており、こうした取組を通じて、法人運営を支える人材の厚みを増すこと

が期待される。 

※プロボノ：各分野の専門家が職業上持っているスキルや知識、経験を生かして、社会的・公
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共的な目的のために行うボランティア活動のこと。 

 

（ウ）中長期的な経営視点に立った伴走型の支援体制の整備 

  前回答申においては、「条例指定や認定を目指す法人に対してそれぞれの運営実

態に応じたきめ細かなアドバイスや必要な外部資源の見極め・仲介などのコーディ

ネートを行うことが有効であり、こうした伴走型の支援が今後の取組の鍵になるこ

とから、今後かわさき市民活動センター等が中心となって伴走型の支援を進めてい

くことを期待したい」としたところである。 

  かわさき市民活動センターは、ＮＰＯ法人のみならず、任意団体、一般社団法人

など様々な主体を対象として支援を行っていることから、条例指定や認定を目指す

法人に限定はしていないものの、様々な伴走型の支援を行ってきているところであ

り、今後も継続されることが期待される。 

  また、認証ＮＰＯ法人数が減少に転じている中、広く呼び掛けるだけでは条例指

定や認定を受ける法人が増えることを期待するのは難しい面もあるため、行政にお

いて法人間の公平性に考慮しつつ、ある程度焦点を絞って働き掛けや支援を行うこ

とも必要である。例えば、条例指定又は認定に関する事前相談を受けた法人につい

て、その後の状況を確認し、その法人の条例指定又は認定を受けるに当たっての課

題解消のための支援を行うことなどが考えられる。 

 

（エ）企業等の地域・社会貢献の取組を奨励する仕組みの検討 

前回答申においては、「ＮＰＯ法人と企業の連携を促進するため、他都市の取組

等も参考にしながら様々な手法について調査・検討していくことが望ましい」とし

たところである 

平成28（2016）年度から平成30（2018）年度にかけて、企業とＮＰＯ法人とのマ

ッチングを主眼に置いたイベントの開催、企業の地域・社会貢献の取組について契

約上の評価項目とするなど行政として奨励する仕組みを検討してきたところである

が、現時点においては企業との関係に主眼を置いた取組はなされていないのが現状

である。 

企業も社会を構成する主体であり、ＮＰＯが市民だけでなく企業も含めた多様な

主体から様々な形で支えられることは、ＮＰＯの健全な発展にとって重要な要素で

ある。 

引き続き、イベント開催のほか様々な手法について調査検討を行う必要がある。

また、企業との関係性は寄附等の金銭的支援にとどまらず、事業の協働など様々な

形態があるところであり、先進事例の紹介、企業との関係を構築する際に気を付け

るべき点など、出会いの機会の提供のみならず、協働で市内の社会課題解決に当た
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る可能性を考える対話の場を創出する取組も考えられるところである。 

 

（オ）既存認定・条例指定ＮＰＯ法人に対する支援 

  平成24（2012）年度から令和３（2021）年度までの間に、６法人が条例指定更新

の申出書を提出し、その全ての法人の条例指定の有効期間が更新されているが、そ

の審査時、財務諸表や寄附に関する帳票の不備・不足の改善の必要性などが問題に

なっている。条例指定を受け、あるいは認定を受けた法人であっても、法人運営面

で課題を抱えている場合があることが明らかとなっている。 

  新規条例指定申出法人を増やすことは重要であるが、既存認定・条例指定ＮＰＯ

法人がその認定・条例指定を維持し更新していけるように取り組むことも重要であ

り、それが認定・条例指定ＮＰＯ法人数を増やしていくことにつながると考えられ

る。 

  例えば、更新を行った法人アンケートから、更新時の５年分の資料作成の事務負

担が挙げられていることから、前述の取組に加えて、条例指定の有効期間の中間的

な時期に状況を確認し、アドバイスを行うなどの取組が考えられる。 

 

（カ）デジタル化支援の取組の検討 

  近年、デジタル化の流れは激しく、市民活動の領域においても例外ではない。特

に、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うオンライン会議システムの普及、近年

のクラウドファンディングの増加などを踏まえると、デジタル化に対応できていな

いことが、活動の可能性を狭め、寄附等の支援者を逃し、活動への参加者を獲得す

る機会を逸する可能性も考えられる。 

こうした中、例えば、川崎市は令和２（2020）年国勢調査確定値において、21大

都市で最も市民の平均年齢が低いとされており、市内の若者に共感を広げ、市民活

動や支援に巻き込むためには、ＳＮＳによる情報発信、寄附の電子マネー・クレジ

ット対応も含めたデジタル化が有効である。このようなデジタル化への支援は、Ｎ

ＰＯ法人の運営基盤の整備・強化だけでなく、ファンドレイジング力の向上など

様々な効果を生むことになるため、ＮＰＯ法人向けのデジタル化の支援を検討する

必要がある。 

 

（キ）認定・条例指定ＮＰＯ法人を対象としたネットワークの検討 

  認定・条例指定ＮＰＯ法人は一定の要件をクリアした法人であり、置かれた状況

や課題などについては共通することが多いと思われる。認定・条例指定ＮＰＯ法人

同士の交流の場を設けることにより、知識や課題、好事例の共有、様々な情報交換

をすることができる。また、横のつながりを生み出すことで、行政としても新たな
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認定・条例指定ＮＰＯ法人支援のきっかけを見つけられる可能性があることに加

え、これから認定・条例指定を受けようとしている法人にそのメリット等をフィー

ドバックすることにもつなげられ、認定・条例指定ＮＰＯ法人に限らない全体的な

支援の効果が生まれると考えられる。川崎市内の認定・条例指定ＮＰＯ法人はまだ

数が少ないことから、ネットワークのメリットが生きるよう、神奈川県や他の政令

市とも協力した取組として検討していただきたい。 

 

    

おわりに 

川崎市の条例指定制度について、前回答申以後の指定状況や市内ＮＰＯ法人の状況、

特定非営利活動促進法の改正動向など社会状況の変化を勘案し、これまでの取組を確認し

ながら、今後の制度運用の方向性や必要と考えられる具体的取組等について述べた。 

 川崎市の条例指定制度は、市民からＮＰＯ法人への寄附の気運を醸成し、市民による相

互支援を促進することをその目的としており、今後の地域づくりに向けては欠かせないも

のである。そのため、行政としてもこの制度の更なる活用を図る必要がある。 

また、現時点においては現行の指定基準を継承していくべきとした点も含め、継続的に

取組の効果を検証するとともに、今後とも、指定状況や制度を取り巻く情勢等を踏まえた

必要な措置について随時検討・実施していくことが望ましいと考える。 

 今回提言した具体的取組の中には、行政としてすぐに取り組むことができるものもあれ

ば、実現に一定の時間がかかると考えられるものもあるが、本答申の趣旨を踏まえて着実

に取組を進めていくことを期待したい。 

 

 

 

－川崎市指定特定非営利活動法人審査会 

（第５期 令和２(2020)年９月1日～令和４(2022)年８月31日）－ 
 

氏  名 役 職 名 等 

伊藤 義昭 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会理事 

〇小倉 敬子 公益財団法人かわさき市民活動センター理事長 

小澤 裕司 税理士（東京地方税理士会川崎南支部） 

谷本 有美子 法政大学社会学部社会政策科学科准教授 

藤枝 香織 一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ理事・事務局長 

◎前田 成東 東海大学政治経済学部教授 

※敬称略、五十音順、◎：会長、○：会長職務代理者 


